
 

 

朝霞市条例第２１号 

   朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例 

朝霞市介護保険条例（平成１２年朝霞市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年

度」に改め、同項第１号中「２６，６００円」を「２８，２００円」に改め、

同項第２号中「４４，４００円」を「４７，１００円」に改め、同項第３号中

「４７，８００円」を「５１，４００円」に改め、同項第４号中「５８，１０

０円」を「６６，８００円」に改め、同項第５号中「６８，４００円」を「７

８，６００円」に改め、同項第６号中「７８，６００円」を「９０，３００円

に改め、同号ア中「１２５万円」を「１２０万円」に改め、同号イ中「又は第

１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６

号イ又は第１７号イ」に改め、同項第７号中「８５，５００円」を「９４，３

００円」に改め、同号ア中「１２５万円以上２００万円」を「１２０万円以上

１８０万円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３

号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第

８号中「１０２，６００円」を「１０２，１００円」に改め、同号ア中「２０

０万円以上３００万円」を「１８０万円以上２１０万円」に改め、同号イ中「

又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、

第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第９号中「１１２，８００円」を「

１１０，０００円」に改め、同号ア中「３００万円以上４００万円」を「２１

０万円以上２７０万円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号

イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改

め、同項第１０号中「１２６，５００円」を「１１７，９００円」に改め、同

号ア中「４００万円以上６００万円」を「２７０万円以上３２０万円」に改め

同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第

１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第１１号中「１３６，８

００円」を「１３３，６００円」に改め、同号ア中「６００万円以上８００万

円」を「３２０万円以上４２０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、

次号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」

に改め、同項第１２号中「１４７，０００円」を「１４９，３００円」に改め

同号ア中「８００万円以上１，０００万円」を「４２０万円以上５２０万円」

に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１４号イ、第１５

号イ、第１６号イ又は第１７号イ」を加え、同項第１３号中「１６０，７００

円」を「２５９，３００円」に改め、同号を同項第１８号とし、同項第１２号

」 

、  

、  



 

 

の次に次の５号を加える。 

 (13) 次のいずれかに該当する者 １６５，０００円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令

第３９条第１項第１号イ（（1）に係る部分を除く。）、次号イ、第１５号

イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。） 

 (14) 次のいずれかに該当する者 １８０，７００円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令

第３９条第１項第１号イ（（1）に係る部分を除く。）、次号イ、第１６号

イ又は第１７号イに該当する者を除く。） 

 (15) 次のいずれかに該当する者 １８８，６００円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上１，０００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令

第３９条第１項第１号イ（（1）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１７

号イに該当する者を除く。） 

 (16) 次のいずれかに該当する者 ２１２，２００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円以上１，５００万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令

第３９条第１項第１号イ（（1）に係る部分を除く。）又は次号イに該当す

る者を除く。） 

 (17) 次のいずれかに該当する者 ２３５，８００円 

ア 合計所得金額が１，５００万円以上２，０００万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令

第３９条第１項第１号イ（（1）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。 ） 



 

 

第３条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年

度」に、「１２，９００円」を「１４，９００円」に改め、同条第３項中「令

和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「１２，９０

０円」を「１４，９００円」に、「２７，３００円」を「３１，４００円」に

改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に、「１２，９００円」を「１４，９００円」に、「４４，４００円」

を「５１，０００円」に改める。 

第５条第３項中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に、「第１２号まで」を「第

１７号まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の朝霞市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料

について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 


